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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　望遠鏡タイプの光学器械用の光学検査台であって、前記器械（１００）が光学対物レン
ズ（１１０）、前記光学対物レンズの焦点に配置された光検出ケース（１２０）、及び前
記光検出ケースの付近に配置された少なくとも１つの光源（１２１）を備え、前記光学対
物レンズの光学瞳が第一の直径を有し、
前記台が前記第一の直径よりも小さい第二の直径を有する１つの平面鏡（１３０）と、こ
の平面鏡を、前記光学対物レンズにより与えられ前記平面鏡によって反射された前記光源
の画像が、前記光検出ケース上で焦点を結ぶような方法で配置可能にする手段とを備え、
受け取った前記画像を解析するための手段を含む前記台が、前記望遠鏡の光学的品質の部
分的な特性評価の決定を可能にし、
　前記第一の直径に対する前記第二の直径の比率が３０％～８０％の間にある
　ことを特徴とする、光学検査台。
【請求項２】
　前記解析手段が、前記器械の「ＷＦＥ」を評価するために受け取った画像用の、波面ア
ナライザを備えることを特徴とする、請求項１に記載の光学検査台。
【請求項３】
　前記第一の直径に対する前記第二の直径の比率が約６０％に等しいことを特徴とする、
請求項２に記載の光学検査台。
【請求項４】
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　前記光源が少なくとも１つの照明源と、一端が前記光検出ケースの感光面の付近に配置
された１本の光ファイバーとを備えることを特徴とする、請求項１に記載の光学検査台。
【請求項５】
　前記光検出ケースが、複数の光ファイバーの光源を有することを特徴とする、請求項４
に記載の光学検査台。
【請求項６】
　光学対物レンズ（１１０）、前記光学対物レンズの焦点に配置された光検出ケース（１
２０）、及び前記光検出ケースの付近に配置された少なくとも１つの光源を備える光学望
遠鏡（１００）であって、前記光学対物レンズの前記光学瞳が第一の直径を有し、前記望
遠鏡がまた２つの位置を有する可動フード（１４０）を含み、第一の開放位置又は使用位
置により前記対物レンズの前記瞳全体の覆いを取ることが可能となり、第二の閉じた位置
又は検査位置により前記対物レンズの前記瞳全体を保護出来るようになり、
　前記可動フードが、前記第一の直径よりも小さい第二の直径を持つ平面鏡（１３０）を
備え、前記可動フードが閉じた位置にあるような方法で配置され、前記光学対物レンズに
より与えられ前記平面鏡によって反射された前記光源の画像が、前記光検出ケース上で焦
点を結び、受け取った前記画像を解析するための手段を含む前記望遠鏡が、前記望遠鏡の
光学的品質の決定を可能にすることを特徴とする光学望遠鏡。
【請求項７】
　前記第一の直径に対する前記第二の直径の比率が３０％～８０％の間にあることを特徴
とする、請求項６に記載の光学望遠鏡。
【請求項８】
　前記第一の直径に対する前記第二の直径の比率が約６０％に等しいことを特徴とする、
請求項７に記載の光学望遠鏡。
【請求項９】
　前記光源が少なくとも１つの照明源と、一端が前記光検出ケースの感光面の付近に配置
された１本の光ファイバーとを備えることを特徴とする、請求項６に記載の光学望遠鏡。
【請求項１０】
　前記光検出ケースが、複数の光ファイバーの光源を有することを特徴とする、請求項９
に記載の光学望遠鏡。
【請求項１１】
　前記解析手段が、前記器械の前記「ＷＦＥ」を評価するために受け取った画像用の、少
なくとも１つの波面アナライザを備えることを特徴とする、請求項６に記載の光学望遠鏡
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の分野は、望遠鏡タイプの大寸法の光学要素を備える光学器械の、光学的品質の
検査及び測定に関する。
【背景技術】
【０００２】
　光学的性能の測定は、望遠鏡の組立後の検査プログラムのキーポイントである。より正
確には、これは器械が様々な応力を受けるとき、その器械の光学的性能における変化を検
査するため、振動のある環境又は熱環境の中における一定数の試験前後に、一連の測定を
行なうことを伴う。
【０００３】
　器械の光学的品質は、“Ｗａｖｅ－Ｆｒｏｎｔ　Ｅｒｒｏｒ”（「波面誤差」）の頭字
語である“ＷＦＥ”とも呼ばれる、波面の位相誤差により特徴付けられる。このＷＦＥは
、望遠鏡のミラーの収差、及びまた望遠鏡を構成するミラーの照準あるいは望遠鏡に関す
る検出器の、様々な欠陥を考慮に入れる。ＷＦＥが分かると、ＯＴＦとも称される望遠鏡
の光学的伝達関数（Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）がそこから
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推定される。この関数は従来の自己相関関係により、前者（ＷＦＥ）とつながっている。
光学的伝達関数ＯＴＦが分かると、次に光学的伝達関数の係数に切り替えることにより、
その器械の変調伝達関数（Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ
）ＭＴＦが計算される。器械の様々な構成部品間の心合わせの欠陥は予測不可能なため、
ＭＴＦの測定は器械を特徴付けるために不可欠である。
【０００４】
　現在、望遠鏡のＭＴＦの測定は、非常に正確に調節された、少なくともその望遠鏡の直
径と同じ直径の、そして振動をフィルタリングするために熱的及び機械的に安定した真空
チャンバー内に配置された、高い光学的品質の光学部品の使用を必要とする。
【０００５】
　そのような測定は極めて費用がかかり、必要とされるハードウェアは、少なくとも１つ
の大寸法の光コリメータ及び安定した真空チャンバーを含み、合計で数百万ユーロかかる
。この費用は、製造ユニットの外で、実際に使用されている大きな望遠鏡の検査を行う際
には、買えないほど高いものとなる。実際、この単一の望遠鏡専用の検査台を用いる検査
のプログラムの過程で、エンドユーザーにおける従来のＭＴＦ測定を想定することは不可
能となる。
【０００６】
　従って、器械の光学的性能を把握するために、「従来の」光学検査台以外の技術的解決
策を見出すことが重要である。理想的には、この解決策は性能測定の品質を保証しつつ、
望遠鏡以外の光学的手段には限定的にしか頼らない方法でなくてはならない。
【０００７】
　様々な技術的解決策が可能である。それらは３つの主なタイプにグループ分けされ得る
。
【０００８】
　第一のタイプの技術的解決策は、既知の外部光源の光学的画像を解析することにあり、
画像は望遠鏡の光学的性能を決定するために、望遠鏡の焦点において得られる。このタイ
プの解決策は様々な代替案を含む。コリメータ及び従来のＭＴＦ測定方法を用いることが
可能である。波面アナライザを使用することも可能である。或る星又は月のような無限遠
に位置する、コントラストのある対象物の画像を取得することもまた可能である。
【０００９】
　第二のタイプの技術的解決策は、器械に波面アナライザを実装することにある。ＷＦＥ
を局部的に測定するために、入射瞳のサンプリングを行なう、Ｓｈａｃｋ－Ｈａｒｔｍａ
ｎｎ（シャック・ハートマン）法が例として挙げられるであろう。
【００１０】
　第三のタイプの解決策は、器械の幾何学的特性を測定することにある。第一ミラーと第
二ミラーを隔てている距離の測定、ビデオグラム測定技術、レーザー又は「レーザー追跡
装置」による測定技術、あるいは干渉分光法センサーが例として挙げられるであろう。
【００１１】
　これら全ての測定は、実装される検査手段の費用のレベルにおいて、又は測定方法の複
雑さ、達成される性能、あるいは器械の設計に対する制約のレベルにおいて、一定数の欠
点を示す。
【００１２】
　仏国特許出願公開第２　７２２　５７１号明細書は、オートコリメーションにより光学
器械の特性を示すことを可能にする方法を記述しており、その器械はレンズの焦点面及び
検査台に位置する検出装置組立品を備え、大寸法の平面鏡は器械の入射瞳の前に配置され
ている。この単純なシステムは依然として欠点を示す。器械の瞳と同じ大きさの平面鏡を
採用することが必要である。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１３】
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　本発明による装置は、これらの欠点を示さない。それは瞳よりも小さい寸法のオートコ
リメーション・ミラーを実装する。このミラーは器械の部分的な特性評価のみを可能にす
ることが明らかである。しかしながら、それは特性評価の目的が、望遠鏡の絶対的性能を
得るためという程ではなく、むしろ経時的な、または、耐久試験又は環境試験後の変化を
測定することである、多くの用途において十分である。この場合、性能の変化は、部分的
な特性評価に基づいて検出され得る。
【００１４】
　より正確には、本発明の第一の主題は、望遠鏡タイプの光学器械用の光学検査台であり
、その器械が光学対物レンズ、前記光学対物レンズの焦点に配置された光検出ケース、及
び前記光検出ケースの付近に配置された少なくとも１つの光源を備え、光学対物レンズの
光学瞳が第一の直径を有し、検査台が第一の直径よりも小さい第二の直径を有する、少な
くとも１つの平面鏡と、この平面鏡を、光学対物レンズにより与えられ前記平面鏡によっ
て反射された光源の画像が、光検出ケース上で焦点を結ぶような方法で配置可能にする手
段とを備え、受け取った前記画像を解析するための手段を含む台が、望遠鏡の光学的品質
の決定を可能にすることを特徴とする。
【００１５】
　有利には、本解析手段は器械の「ＷＦＥ」を評価するための、受け取った画像用の波面
アナライザを備える。
【００１６】
　有利には、第一の直径に対する第二の直径の比率は、３０％～８０％の間にあり、より
正確には第一の直径に対する第二の直径の比率は約６０％に等しい。
【００１７】
　有利には、光源は少なくとも１つの照明源と、一端が光検出ケースの感光面の付近に配
置された１つの光ファイバーを備える。１つの変形において、光源は少なくとも２本の照
明の光ファイバーを含み、光学対物レンズは所定の波長で動作し、第一の光ファイバーは
対物レンズの光軸に直角な第一平面内に配置され、第二の光ファイバーは第一平面に平行
で、この第一平面に対して偏倚している第二平面内に配置される。
【００１８】
　本発明の第二の主題は、光学対物レンズ、前記光学対物レンズの焦点に配置される光検
出ケース、及び前記光検出ケースの付近に配置される少なくとも１つの光源を備える光学
望遠鏡であり、光学対物レンズの光学瞳は第一の直径を有し、望遠鏡はまた２つの位置を
有する可動フードを含み、第一の開放位置又は使用位置は対物レンズの瞳全体の覆いを取
ることを可能にし、第二の閉じた位置又は検査位置は対物レンズの瞳全体を保護すること
を可能にし、可動フードが、第一の直径よりも小さい第二の直径を持つ平面鏡を備え、そ
の可動フードが閉じた位置にあるような方法で配置され、光学対物レンズにより与えられ
前記平面鏡によって反射された光源の画像が、光検出ケース上で焦点を結び、受け取った
前記画像を解析するための手段を含む望遠鏡が、その望遠鏡の光学的品質の決定を可能に
することを特徴とする。
【００１９】
　有利には、第一の直径に対する第二の直径の比率は、３０％～８０％の間にある。第一
の直径に対する第二の直径の比率は約６０％に等しいことが望ましい。
【００２０】
　有利には、光源は少なくとも１つの照明源と、一端が光検出ケースの感光面の付近に配
置された１つの光ファイバーとを備える。１つの変形の実施形態において、光源は少なく
とも２本の照明の光ファイバーを含み、光学対物レンズは所定の波長で動作し、第一の光
ファイバーは対物レンズの光軸に直角な第一平面内に配置され、第二の光ファイバーは第
一平面に平行で、この第一平面に対して偏倚している第二平面内に配置される。
【００２１】
　有利には、本解析手段は、器械の「ＷＦＥ」を評価するための、受け取った画像用の波
面アナライザを少なくとも１つ備える。
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【００２２】
　本発明は、限定することなく与えられる以下の記述を読むことにより、そして添付図に
より、より良く理解され、その他の利点が明らかになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明による光学検査台を表わす。
【図２】本発明による光検出ケースを表わす。
【図３】本発明による自動検査可能な望遠鏡を表わす。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　図１には、望遠鏡及びその検査用に必要なオートコリメーション・ミラーのみが表わさ
れ、これは本発明の核心を構成する。望遠鏡とこのミラーを心合わせされた状態で維持す
ることを可能にする、機械的手段は表わされていない。それらは実装上の特定の技術的困
難さを何ら示さない。望遠鏡の光検出ケースから生じる画像の利用に必要な電子解析手段
もまた描かれていない。
【００２５】
　図１に見られるように、望遠鏡１００は光学対物レンズ１１０及び、前記光学対物レン
ズの焦点に配置された光検出ケース１２０を備える。一般的に、大寸法の望遠鏡はミラー
を有する光反射の対物レンズを備える。従って、図１及び３の望遠鏡の対物レンズは第一
の直径の、大きな一次ミラー１１１、二次ミラー１１２、折り畳み式ミラー１１３、及び
三次ミラー１１４を備える。
【００２６】
　本発明による検査台は、望遠鏡が特定の設備を含むことを必要とする。光検出ブロック
１２０は、前記光検出ケースの付近に配置された少なくとも１つの光源１２１を備えるこ
とが必要である。この光源の設置によってもたらされる応力は、それが望遠鏡の光学的構
成又は機械的構造に接触することが必要でない限り、小さい。
【００２７】
　望遠鏡の性能測定を行なうために、平面鏡１３０が望遠鏡の光軸上に、オートコリメー
ションで配置される。このミラー１３０は、大きなミラー１１１の直径よりも小さい第二
の直径を有する。光検出ブロック１２０の付近に配置された光源１２１が点灯された場合
、望遠鏡のレンズにより、そして平面鏡１３０上の反射により与えられるそれらの画像は
、前記ブロックの感光面１２２上に焦点を合わせられる。望遠鏡のレンズ１１０を通る光
線の経路は図１及び３に細線で表わされている。
【００２８】
　この画像は、その後、望遠鏡の光学的品質をそこから推定するために処理される。例え
ば、器械の「ＷＦＥ」を評価するために、波面アナライザを用いることが可能である。例
えば器械のＭＴＦであり得る、器械の光学的性能を、数値モデルを介して計算するために
幾つかの連続的な「ＷＦＥ」を記録し、そして次に評価された複数の「ＷＦＥ」を後処理
することができる。
【００２９】
　検査段階において数回、器械のＷＦＥを検査する可能性は、光学的性能の低下又は喪失
の起因を決定するために、もっぱら有益である。このＷＦＥに基づいてミラーの変位につ
いての情報へ戻ることは、器械のＭＴＦに基づくよりも実際に容易である。
【００３０】
　本検査方法の利点は、多くの用途において、そして特に耐久試験又は環境試験の間に、
器械の光学的品質において場合によって起こり得るドリフトを監視することが、その絶対
的性能を監視するよりも重要である限り、器械の一次ミラーと少なくとも同じ直径を有す
るオートコリメーション・ミラーを使う必要がないことである。実際、本方法の適切な運
用は、器械のＷＦＥの低い周波数のみが、検査段階の間に影響を受ける恐れがあるという
仮定に基づいており、小さくされた瞳における評価は、完全な器械の光学的性能について
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ることが十分な場合は、そのまま利用される。この仮定は、ミラー又はそれらを支持して
いる構造の運動が、低い周波数でのＷＦＥにおける変化を正確に含むため、熱的又は機械
的検査に対処するとき、全く有効である。
【００３１】
　より正確には、望遠鏡の第一の直径に対する、オートコリメーション・ミラーの第二の
直径の比率は、３０％～８０％の間にある。第一の直径に対する第二の直径の比率は、約
６０％であることが望ましい。
【００３２】
　光源の形状を完全に制御するため、ファイバーを用いた光源を使うことが可能である。
光検出ブロックは、例えば光学的性能の測定が望まれる、領域の各点のレベルにおける、
２本の光ファイバーである、幾つかの光源を含むことができる。光源は相互に対して焦点
が合わないように、光軸に沿って偏倚させられ得る。
【００３３】
　これまでに見られたように、本発明による検査台は特にこれらの性能測定を、望遠鏡が
空中に設置され、微小振動が制振装置により減衰されていない、制御されていない環境中
で行なうことを可能にする。勿論、光学的性能の従来の測定を安定した真空チャンバー内
で行なうことも可能である。その場合、波面アナライザを用いた複数のＷＦＥの推定は、
さらに正確である。
【００３４】
　本発明による検査台は、軌道内に置かれ、図３に見られるように宇宙望遠鏡１００を備
える、観測衛星においても使用され得る。その場合、望遠鏡は、自動検査が可能である。
【００３５】
　器械が作動していないときは、その機器を保護する可動フード１４０上に配置された、
格納可能な平面鏡１３０で器械を補完することで十分である。このフードは調整段階の間
、望遠鏡１００の前に位置し、焦点面の光源は上記で説明されたように点灯される。図３
において、閉じた位置又は検査位置におけるフード１４０は黒い線で表わされ、開いた位
置においけるフードは白の輪郭で表わされている。
【００３６】
　フード１４０の向きは、この調整段階中の望遠鏡のレンズ１１０に対して、関連するミ
ラー１３０がオートコリメーション位置にあるような向きでなければならない。
【００３７】
　従って、この構成においては、平面鏡、光源、及び解析手段は、地上検査台で使われる
ものと良く似た特徴を有する。従って、第一の直径に対する第二の直径の比率は３０％～
８０％の間にある。第一の直径に対する第二の直径の比率は、約６０％であることが望ま
しい。
【符号の説明】
【００３８】
　１００　望遠鏡
　１１０　光学対物レンズ
　１１１　一次ミラー
　１１２　二次ミラー
　１１３　折り畳み式ミラー
　１１４　三次ミラー
　１２０　光検出ケース
　１２１　光源
　１２２　感光面
　１３０　平面鏡
　１４０　可動フード
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